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冬
の
節
電
は
、
省
エ
ネ
効
果

や
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
削
減
効
果

が
夏
よ
り
も
高
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
、
あ
っ
た

か
ア
イ
テ
ム
を
取
り
入
れ
て
、

室
温
20
℃
で
も
快
適
に
過
ご
せ

る
「
ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ
」
に
取
り

組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

○ 

職
員
は
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
の
着

用
等
、
清
潔
感
の
あ
る
あ
っ

た
か
ス
タ
イ
ル
で
業
務
を

行
い
ま
す
。

○ 

室
温
19
℃
の
設
定
を
徹
底
し

ま
す
。

　
手
入
れ
が
遅
れ
て
い
る
ス

ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
の
森
林

所
有
者
と
協
定
を
結
び
、
環
境

保
全
や
土
砂
災
害
の
防
止
に
優

れ
た
森
林
環
境
を
目
指
す
た

め
、
都
で
は
、
費
用
を
全
額
負

担
し
て
森
林
の
間
伐（
間
引
き
）

を
行
う
「
多
摩
の
森
林
再
生
事

業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
市

で
は
、
都
か
ら
の
委
託
を
受
け

て
、
こ
の
事
業
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　
一
般
的
に
間
伐
に
は
多
額
の

費
用
が
か
か
り
ま
す
が
、
所
有

者
の
負
担
な
し
で
森
林
の
手
入

れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

間
伐
の
方
法

▽ 

25
年
間
に
２
回
の
間
伐
を
行

い
ま
す
。
間
伐
の
間
隔
は
基

本
的
に
12
年
〜
13
年
で
す
。

▽ 
対
象
の
森
林
ご
と
に
30
％
の

本
数
を
間
伐
し
ま
す
。

▽ 

伐
採
し
た
木
は
枝
払
い
を
行

い
、
残
っ
た
木
の
根
元
に
横

伏
せ
し
ま
す
。

都
と
の
協
定

▽ 

所
有
者
と
都
が
25
年
の
期
間

で
協
定
を
結
び
ま
す
。

▽ 

協
定
期
間
中
は
、
ス
ギ
・
ヒ

ノ
キ
の
皆
伐
、
植
栽
、
地
形

の
変
更
、
工
作
物
の
設
置
は

で
き
ま
せ
ん
。

　
今
ま
で
資
金
不
足
や
手
入
れ

方
法
が
分
か
ら
な
い
等
で
放
置

し
て
い
た
森
林
所
有
者
は
、
こ

の
機
会
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

関
心
の
あ
る
方
は
、
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ
　
農
林
水
産
課
林

務
水
産
係

多
摩
の
森
林
再
生
事
業
を
ご
存
じ
で
す
か

ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
森
林
所
有
者
の
皆
さ
ん
へ

平成３０年度決算説明会
　青梅税務署では、不動産所得および事業所得の決

算説明会を開催し、確定申告にあたっての留意点や、

収支内訳書・青色申告決算書の書き方、家事費・家

事関連費と必要経費の区分、消費税等の決算、国税

庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」・「ｅ

－Ｔａｘ」の概要などについて説明します。ぜひご

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申

告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）」
を
利

用
す
る
と
、
自
宅
等
の
パ
ソ
コ

ン
等
か
ら
申
告
等
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
操
作
講
習
会
を
開
催
し
ま
す

の
で
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
　
11
月
20
日
（
火
）　
午

国
民
年
金
保
険
料
に
は

免
除
・
納
付
猶
予
の
制
度
が
あ
り
ま
す

～

納

付

に

困

っ

た

ら

ご

相

談

く

だ

さ

い

～

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
か
ら
国

民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
と
き
は
、
申
請
し
て

日
本
年
金
機
構
で
承
認
さ
れ
る

と
保
険
料
納
付
の
免
除
や
猶
予

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

① 

免
除
制
度
…
本
人
、
配
偶
者

お
よ
び
世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ

の
所
得
（
免
除
を
受
け
た
い

期
間
と
審
査
対
象
と
な
る

所
得
に
つ
い
て
は
表
１
参

照
）
が
定
め
ら
れ
た
基
準
以

下
（
表
２
）
で
あ
れ
ば
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
、
承
認
さ

れ
る
と
全
額
免
除
や
一
部

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
一
部
免
除
は
、
４

分
の
３
免
除
、
半
額
免
除
お

よ
び
４
分
の
１
免
除
が
あ

り
ま
す
。

受 

給
資
格
期
間
　
承
認
さ
れ
た

期
間
は
、
老
齢
・
障
害
・
遺

族
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。

年 

金
額
の
計
算
　
定
め
ら
れ
た

率
で
減
額
さ
れ
た
金
額
で

計
算
さ
れ
ま
す
。

② 

納
付
猶
予
制
度
…
20
〜
50
歳

未
満
（
※
）
の
方
で
、本
人
、

配
偶
者
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得

（
納
付
猶
予
を
受
け
た
い
期

間
と
審
査
対
象
と
な
る
所
得

に
つ
い
て
は
表
１
参
照
）
が

定
め
ら
れ
た
基
準
以
下
（
表

２
）
で
あ
れ
ば
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
、
承
認
さ
れ
る
と

納
付
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※ 

平
成
28
年
６
月
以
前
の
期
間

は
、
30
歳
未
満
で
あ
っ
た
期

間
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

受 

給
資
格
期
間
　
承
認
さ
れ
た

期
間
は
、
老
齢
・
障
害
・
遺

族
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。

年 

金
額
の
計
算
　
老
齢
基
礎
年

金
額
に
計
算
さ
れ
ま
せ
ん
。

◆ 

失
業
を
理
由
と
す
る
方
…
退

職
（
失
業
）
し
た
月
（
末
日

免除等の種類
所得の目安 一部納付額

（月額）単身 ２人世帯※１ ４人世帯※２

全額免除／納付猶予 ５７万円 ９２万円 １６２万円 －

４分の３免除 ９３万円 １４２万円 ２３０万円 ４，０９０円 

半額免除 １４１万円 １９５万円 ２８２万円 ８，１７０円

４分の１免除 １８９万円 ２４７万円 ３３５万円 １２，２６０円 

年度 免除・納付猶予を受けたい期間 審査対象となる所得

３０年度分 ３０年７月～３１年６月 ２９年中所得

２９年度分 ２９年７月～３０年６月 ２８年中所得

２８年度分 ２８年１０月～２９年６月 ２７年中所得

退
職
の
場
合
は
翌
月
）
か
ら

退
職
（
失
業
）
し
た
年
の

翌
々
年
の
６
月
ま
で
の
期

間
に
限
り
、
退
職
者
本
人
の

所
得
を
除
外
し
て
審
査
す

る
特
例
免
除
制
度
が
あ
り

ま
す
の
で
、
失
業
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
で
き
る
、
公
的

機
関
の
証
明
（
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
・
離
職
票
等
）

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◆ 

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

（
①
②
共
通
）
…
年
金
手
帳

ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
が

分
か
る
納
付
書
等
▽
認
め

印
（
本
人
が
署
名
す
る
場
合

は
不
要
）
▽
本
人
確
認
書
類

（
自
動
車
運
転
免
許
証
等
）

▽
失
業
を
理
由
と
し
た
特

例
免
除
制
度
の
場
合
は
、
失

業
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
公
的
機
関
の
証
明

の
写
し
（
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
・
離
職
票
等
）

手 

続
き
場
所
・
問
い
合
わ
せ
　

市
保
険
年
金
課
国
民
年
金

係
（
市
役
所
１
階
）、
青
梅

年
金
事
務
所
☎
30
・
３
４

１
０

表１　免除・納付猶予を受けたい期間と
審査対象となる所得（平成３０年１１月時点）

表２　所得の目安（平成３０年度）

平
成
30
年
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
方
へ

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得

税
・
住
民
税
の
申
告
の
際
、
全

額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
場
合
も
、
納
付
し
た

方
が
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
確
定
申
告
や
年
末
調
整
等
で

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
、
納
付
を
証
明
す
る
書

類
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社
会

保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」（
ハ
ガ
キ
）
が

送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
確
定
申

告
や
年
末
調
整
等
に
お
使
い
く

だ
さ
い
。

証
明
書
の
送
付
時
期
は
？

▼
30
年
１
月
１
日
〜
９
月
30
日

に
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
し
た
方
…
11
月
上
旬

※
申
告
の
際
は
、
10
月
以
降
に

納
付
し
た
領
収
証
書
も
必

要
▼
30
年
10
月
１
日
〜
12
月
31
日

に
30
年
に
初
め
て
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
し
た
方

…
31
年
２
月
上
旬

２
年
前
納
を
し
た
場
合
は
？

　
30
年
４
月
に
「
２
年
前
納
」

に
よ
り
納
め
た
国
民
年
金
保
険

料
を
所
得
か
ら
控
除
す
る
場
合

は
、
全
額
を
納
め
た
年
に
控
除

す
る
か
、
各
年
分
の
保
険
料
に

相
当
す
る
額
を
各
年
に
控
除
す

る
か
を
選
択
で
き
ま
す
。

▼
全
額
を
納
め
た
年
に
控
除
す

る
場
合(

２
年
分
を
ま
と
め

て
申
告
）
…
「
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
」
下
部
の
３
年
分

（
３
枚
）
の
証
明
書
は
切
り

離
さ
ず
、
申
告
に
お
使
い
く

だ
さ
い
。

▼
各
年
に
相
当
す
る
額
を
各
年

に
控
除
す
る
場
合
（
３
年

分
を
分
け
て
申
告
）
…
「
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
下
部
の

３
年
分
（
３
枚
）
の
証
明
書

の
う
ち
、
30
年
分
の
１
枚
を

切
り
離
し
て
申
告
に
お
使

い
く
だ
さ
い
。
残
り
の
２
枚

は
、
31
・
32
年
の
申
告
に
添

付
し
ま
す
の
で
、
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

▽
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ

ル
☎
０
５
７
０
・
003
・
004

（
050
か
ら
始
ま
る
電
話
か
ら

は
☎
03
・
６
６
３
０
・
２
５

２
５
）

※
30
年
11
月
１
日
〜
31
年
３
月

15
日
の
月
〜
金
曜
日
　
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時
、

第
２
土
曜
日
　
午
前
９
時

〜
午
後
５
時

※
第
２
土
曜
日
を
除
く
祝
日
、

12
月
29
日
〜
１
月
３
日
を

除
く

▽
青
梅
年
金
事
務
所
☎
30
・

３
４
１
０

※ 申請時点から２年１か月前までの期間（保険料が納付済みの月を
除く）に申請可

※１　夫婦のみで、夫婦のどちらかに所得がある場合
※２　夫婦と子２人で、夫婦のどちらかに所得があり、子は１６歳未満の場合

後
７
時
30
分
か
ら

会
場
　
市
役
所
２
階
204
会
議
室

対
象
　
市
内
在
住
・
在
勤
の
給

与
所
得
者

内
容
　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
利
用
し
た
給
与
所
得
者
の

医
療
費
控
除
、
ふ
る
さ
と
納

税
（
寄
附
金
控
除
）
の
所
得

税
確
定
申
告
書
の
作
成
に
つ

い
て

※
パ
ソ
コ
ン
の
使
用
台
数
に
限

り
が
あ
り
ま
す
。

講
師
　
青
梅
税
務
署
職
員

定
員
　
先
着
20
人
（
予
約
制
）

申
し
込
み
　
電
話
で
市
市
民
税

課
市
民
税
係
へ

問
い
合
わ
せ
　
講
習
会
に
つ
い

て
…
青
梅
税
務
署
個
人
課

税
第
１
部
門
☎
22
・
３
１
８

５
内
線
412

ｅ

ー

Ｔ
ａ
ｘ

操

作

講

習

会

　
市
で
は
、
昼
休
み
の
事
務
室

内
の
消
灯
な
ど
、
省
エ
ネ
へ
の

取
り
組
み
を
通
年
で
実
施
し
て

い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
冬
を
暖
か

く
過
ご
す
工
夫
を
し
な
が
ら
、

引
き
続
き
節
電
へ
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
環
境
政
策
課

青梅税務署駐車場の利用を中止します

　青梅税務署の一般車両の駐車場は、次の期間、利用で

きません。

期間　３１年２月１日（金）～３月１５日（金）

　お越しの際は、公共交通機関をご利用になるか、近隣

のコインパーキング等をご利用ください。

　ご理解とご協力をお願いします。

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
の
送
付

日時 会場

不 動 産
所 得

１１月３０日（金）
午前９時３０分～正午 青梅青色申告会

３階会議室
（師岡町４－７－２５）

事 業 所 得

１１月３０日（金）
午後１時３０分～４時

１２月３日（月）
午後１時３０分～４時

青梅商工会議所
３階会議室

（上町３７３－１）

11
月
１
日
～
３
月
31
日
はウ

ォ
ー
ム
ビ
ズ
期
間

利用ください。

日時・会場　下表のとおり

問い合わせ　青梅税務署個人課税第１部門指導担当　橋本

☎２２－３１８５内線４１２

青
梅
市
行
財
政
改
革
推
進
委
員
会

傍
聴
へ
お
出
か
け
く
だ
さ
い

日 

時
　
11
月
12
日
（
月
）　
午

後
２
時
か
ら

会 

場
　
市
役
所
議
会
棟
３
階
第

３
委
員
会
室

内 

容
　
青
梅
市
行
財
政
改
革
推

進
プ
ラ
ン
の
取
り
組
み
状
況

等
の
検
証
に
つ
い
て

定
員
　
先
着
10
人

傍 

聴
受
付
　
当
日
の
午
後
１
時

55
分
ま
で
に
会
場
入
り
口
で

問
い
合
わ
せ
　
財
政
課

暮らし・住まい・環境税金・年金・保険


